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兵庫県告示第499号 

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和42年法律第149号）第35条の６第１項の規定

により、次のとおり液化石油ガス販売事業者を認定した。 

  令和５年５月２日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

１ 氏名又は名称、住所及び法人にあっては、その代表者の氏名 

  株式会社篠山ホームガス 

  丹波篠山市杉35番地３ 

    松宮 正之 

２ 認定年月日及び認定番号 

  令和５年４月18日 

兵庫県公報 
発  行  人 

兵   庫   県 
神戸市中央区下山手通 

５丁目10番１号 

毎週火曜日及び金曜日発行、 

その日が休日のときはその翌日 （兵庫県民の旗＝県旗） 令和５年５月２日 火曜日  第 409 号 
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  第56号 

 

兵庫県告示第500号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次の土地改良区から役員の就任の届出があ

った。 

  令和５年５月２日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

上部井土地改良区 

 就任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   監 事        佐 伯 眞 究      加古川市西神吉町宮前655番地 

 

兵庫県告示第501号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次の土地改良区から役員の退任の届出があ

った。 

  令和５年５月２日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

岡土地改良区 

 退任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        藤 本 雅 彦      加古郡稲美町岡1231番地の14 

 

兵庫県告示第502号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次の土地改良区から役員の退任の届出があ

った。 

  令和５年５月２日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

大庭土地改良区 

 退任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

  理 事        三 島 市 郎      美方郡新温泉町七釜746番地 

 

兵庫県告示第503号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次の土地改良区から役員の退任及び就任の

届出があった。 

  令和５年５月２日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

神戸市養田土地改良区 

 退任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        森 岡 真 巳      神戸市西区押部谷町養田180番地の３ 

    同         山 本 勝 好      同 市同区押部谷町養田596番地の２ 

    同         山 本   登      同 市同区押部谷町養田601番地 

    同         森 岡 康 博      同 市同区押部谷町養田522番地 

    同         瓜 生 義 春      同 市同区押部谷町養田312番地 

同         笹 川 正 樹      同 市同区平野町堅田367番地 

同         髙 塚 雅 弘      同 市同区押部谷町和田333番地  

同         竹 内   勇      同 市同区押部谷町養田587番地 



令和５年５月２日 火曜日   兵 庫 県 公 報          第 409 号 

3 

同         森 岡        同 市同区押部谷町養田199番地の１ 

   監 事        森 岡 良 夫      同 市同区押部谷町養田133番地の７ 

    同         石 垣 重 信      同 市同区押部谷町和田194番地 

同          本 哲 男      同 市同区押部谷町養田580番地 

 就任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事         本 哲 男      神戸市西区押部谷町養田580番地 

    同         山 本   登      同 市同区押部谷町養田601番地 

    同         古 東   勉      同 市同区押部谷町養田87番地 

    同         森 岡 真 巳      同 市同区押部谷町養田180番地の３ 

    同         髙 塚 雅 弘      同 市同区押部谷町和田333番地 

   監 事        森 岡 良 夫      同 市同区押部谷町養田133番地の７ 

同         山 本 良 一      同 市同区押部谷町養田583番地の１ 

 

兵庫県告示第504号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次の土地改良区から役員の退任及び就任の

届出があった。 

  令和５年５月２日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

森本井土地改良区 

 退任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   監 事        松 浦 利 彦      伊丹市森本４丁目85番地 

 就任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   監 事        田 中   晃      伊丹市森本２丁目123番地 

 

兵庫県告示第505号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次の土地改良区から役員の退任及び就任の

届出があった。 

  令和５年５月２日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

吉安土地改良区 

 退任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        藤 田 秀 明      三木市吉川町大沢253番地 

    同         仲 谷   淳      同 市吉川町大沢382番地 

同         浦 崎 良 太      同 市吉川町大沢332番地 

同         岩 﨑 治 由      同 市吉川町吉安274番地 

    同         井之上 昭 彦      同 市吉川町吉安870番地の５ 

同         西 岡 一 男      同 市吉川町大沢259番地 

   監 事        黒 田   均      同 市吉川町吉安27番地の１ 

    同         藤 井   守      同 市吉川町大沢246番地 

 就任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        藤 田 秀 明      三木市吉川町大沢253番地 

同         西 岡 一 男      同 市吉川町大沢259番地 

同         浦 崎 良 太      同 市吉川町大沢332番地 

    同         仲 谷   淳      同 市吉川町大沢382番地 
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同         浦 﨑 佳 子      同 市吉川町大沢346番地 

同         井之上 昭 彦      同 市吉川町吉安870番地の５ 

    同         黒 田   均      同 市吉川町吉安27番地の１ 

   監 事        岩 崎 健 一      三田市すずかけ台３丁目４番地１ H棟703号 

    同         小 谷 一 美      三木市吉川町吉安３番地の10 

 

兵庫県告示第506号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次の土地改良区から役員の退任及び就任の

届出があった。 

  令和５年５月２日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

蓼川土地改良区 

 退任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

  理 事        田結庄 由 一      豊岡市日高町府市場574番地 

    同         鳥 井 梅 男      同 市佐野51番地 

    同         矢 﨑 俊 朗      同 市宮島244番地 

    同         上 坂 晴 生      同 市日高町府中新24番地 

    同         中 野 良 夫      同 市日高町堀457番地の３ 

    同         大 植 邦 男      同 市日高町池上99番地の４ 

    同         林   弘 已      同 市日高町西芝309番地 

    同         眞 狩 裕 之      同 市日高町竹貫500番地の１ 

    同         友 田 靖 彦      同 市妙楽寺426番地 

    同         森 田         同 市上陰401番地 

    同         長 峯 年 正      同 市船町128番地 

    同         佐 伯 俊 信      同 市一日市735番地の１ 

   監 事        森 垣  明      同 市中陰229番地 

    同         小 坂 周 作      同 市日高町上石53番地 

    同         渡 邉 信 和      同 市九日市中町60番地 

 就任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

  理 事        橋 本 義 明      豊岡市日高町府中新27番地 

   同         中 田 正 夫      同 市上佐野184番地 

    同         大 西 陽 介      同 市一日市1151番地 

    同         戸 田 光 良      同 市日高町府市場623番地 

    同         木 村 雅 典      同 市日高町堀444番地 

    同         舩 津 正 廣      同 市日高町野々庄208番地 

    同         木 村   悟      同 市日高町西芝500番地 

    同         小 坂 義 博      同 市日高町上石55番地 

    同         信 部 達 夫      同 市佐野606番地 

    同         森 田         同 市上陰401番地 

    同         嶋 田 政 希      同 市船町22番地 

    同         岡   雅 昭      同 市野田83番地 

   監 事        森 垣  明      同 市中陰229番地 

    同         戸 田   勇      同 市日高町土居662番地 

    同         渡 邉 信 和      同 市九日市中町60番地 

 

兵庫県告示第507号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次の土地改良区から役員の退任及び就任の
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届出があった。 

  令和５年５月２日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

出石北土地改良区 

 退任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

  理 事        田 中 克 己      豊岡市出石町袴狭1274番地の１ 

   同         芝 地 広 行      同 市出石町口小野247番地 

   同         本 田 雅 巳      同 市出石町袴狭995番地 

   同         田 淵 紀 光      同 市出石町福居722番地 

   同         水 嶋 義 彦      同 市出石町嶋941番地 

   同         井 﨑 和 義      同 市出石町伊豆54番地の５ 

   同         加 藤 正 夫      同 市出石町袴狭507番地の１ 

   同         加 藤 邦 彦      同 市出石町袴狭772番地 

   同         田 中   均      同 市出石町嶋924番地 

   同         岡 﨑 義 明      同 市出石町口小野869番地 

   同         宮 木 広 明      同 市出石町安良56番地 

  監 事        大 原 博 幸      同 市出石町田多地435番地 

   同         中 西 繁 博      同 市出石町安良149番地の１ 

   同         宮 下   隆      同 市出石町袴狭870番地 

 就任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

  理 事        井 﨑 和 義      豊岡市出石町伊豆54番地の５ 

   同         大          同 市出石町田多地459番地 

   同         岡 﨑 義 明      同 市出石町口小野869番地 

   同         芝 地 広 行      同 市出石町口小野247番地 

   同         加 藤 邦 彦      同 市出石町袴狭772番地 

   同         加 藤 正 夫      同 市出石町袴狭507番地の１ 

    同         山 内 敏 弘      同 市出石町袴狭1214番地 

    同         田 中   均      同 市出石町嶋924番地 

    同         田 淵 紀 光      同 市出石町福居722番地 

    同         本 田 雅 巳      同 市出石町袴狭995番地 

    同         瀬 尾 雅 仁      同 市出石町嶋787番地 

    同         宮 木 広 明      同 市出石町安良56番地 

   監 事        中 西 繁 博      同 市出石町安良149番地の１ 

    同         山 﨑 佳 文      同 市出石町袴狭1120番地 

    同          井 謙 二      同 市出石町宮内1190番地 

 

兵庫県告示第508号 

家畜改良増殖法（昭和25年法律第209号）第16条第２項に規定する家畜人工授精師養成講習会を次のとおり開

催する。 

  令和５年５月２日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

１ 講習会に係る家畜の種類 

  牛 

２ 開催期日 

令和５年７月10日（月）から同年８月10日（木）まで 

３ 開催場所 

  県立農林水産技術総合センター 農業大学校（加西市常吉町1256―４） 

４ 講習会の別 
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  家畜人工授精に関する講習会 

５ 受講対象者 

  家畜人工授精師の免許を取得しようとする者 

  おおむね30名（定員を超えた場合は、県内在住者を優先し、抽選により受講者を決定する。） 

６ 受講科目 

(1) 学科 

ア 一般科目 

(ｱ) 畜産概論 

(ｲ) 家畜の栄養 

(ｳ) 家畜の飼養管理 

(ｴ) 家畜の育種 

(ｵ) 関係法規 

イ 専門科目 

(ｱ) 生殖器解剖 

(ｲ) 繁殖生理 

(ｳ) 精子生理 

(ｴ) 種付けの理論 

(ｵ) 家畜人工授精及び家畜人工授精用精液の保存 

(2) 実習 

  ア 家畜の飼養管理 

  イ 家畜の審査 

  ウ 生殖器解剖 

  エ 発情鑑定 

  オ 精液精子検査法 

  カ 家畜人工授精及び家畜人工授精用精液の保存 

７ 受講手続 

受講希望者は、所定の受講願書及び履歴書（最寄りの家畜保健衛生所において交付、家畜保健衛生所ホー

ムページからも取得可能）に、20,000円の兵庫県収入証紙を添えて、県内在住者は最寄りの家畜保健衛生所、

県外在住者は兵庫県農林水産部畜産課へ郵送又は持参すること。 

８ 願書の提出期限 

令和５年５月31日（水）必着 

 

兵庫県告示第509号 

 森林病害虫等防除法（昭和25年法律第53号）第５条第４項において準用する同法第３条第５項の規定によ

り、同条第１項第４号の命令の内容となる事項を次のとおり公表する。 

令和５年５月２日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 
１ 区域及び期間 

(1) 区域 
豊岡市、南あわじ市、神崎郡神河町及び美方郡新温泉町の区域内に存する松林の区域のうち、別表の区

域とする。 
（「別表」は省略し、その関係書類を兵庫県農林水産部治山課、関係市役所及び関係町役場に備え置いて

縦覧に供する。） 

(2) 期間 

令和５年５月23日から同年６月30日まで 

２ 森林病害虫等の種類 
  松くい虫 
３ 行うべき措置の内容 

  松くい虫の被害を受け、又は受けるおそれがある樹木を所有し、又は管理する者は、その樹木に地上から

の薬剤による防除を実施すること。 
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４  命令をしようとする理由 

前記１(1)の区域の松林及びその周辺の松林において、過去の松くい虫被害の状況からみて前記３の措置

を行わなければ松くい虫の被害が異常にまん延し、重大な損害を与えるおそれがあるため。 

５  その他必要な事項 

 (1) 前記３の措置については、森林害虫防除員の指示に従うこと。 

(2) 前記３の措置を行った者又はその代理人は、その措置を行った後、速やかに前記３に係る樹木の所在す

る地域を管轄する県民局長又は県民センター長を経由して、知事にその旨を届けなければならない。ただ

し、後記(3)により申請書を提出する場合は、この限りでない。 

(3)   前記３の措置に伴う損失補償を受けようとする者は、別に定める申請書をその措置を行った後、速やか

に前記３に係る樹木の所在する地域を管轄する県民局長又は県民センター長を経由して、知事に提出する

ものとし、知事は、その提出があったときは、申請者が前記３の措置を行ったことを確認して、損失補償

の額を決定し、損失補償金を交付する。 

 

兵庫県告示第510号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、兵庫県知事から次

のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。 

令和５年５月２日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

１ 作業種類 

   公共測量（２級基準点測量、４級基準点測量及び現地測量） 

２ 作業期間 

令和５年３月28日から同年11月30日まで 

３ 作業地域 

姫路市夢前町前之庄地内 

 

兵庫県告示第511号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、兵庫県知事から次

のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。 

令和５年５月２日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

１ 作業種類 

   公共測量（３級基準点測量、４級基準点測量及び現地測量） 

２ 作業期間 

令和５年４月10日から令和６年２月29日まで 

３ 作業地域 

豊岡市但東町奥矢根地内 

 

兵庫県告示第512号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、兵庫県知事から次

のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。 

令和５年５月２日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

１ 作業種類  

   公共測量（３級基準点測量、４級基準点測量及び現地測量） 

２ 作業期間 

令和５年３月30日から令和６年３月25日まで 

３ 作業地域 

朝来市生野町円山地内 
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兵庫県告示第513号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、兵庫県知事から次

のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。 

令和５年５月２日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

１ 作業種類 

   公共測量（２級基準点測量、４級基準点測量及び数値地形図データファイルの作成（地図情報レベル500）） 

２ 作業期間 

令和５年３月28日から令和６年３月25日まで 

３ 作業地域 

養父市葛畑地内 

 

兵庫県告示第514号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、兵庫県知事から次

のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。 

令和５年５月２日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

１ 作業種類 

   公共測量（２級基準点測量、４級基準点測量及び現地測量） 

２ 作業期間 

令和５年４月24日から令和６年３月25日まで 

３ 作業地域 

朝来市羽渕地内 

 

兵庫県告示第515号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、兵庫県知事から次

のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。 

令和５年５月２日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

１ 作業種類 

   公共測量（４級基準点測量及び地形測量） 

２ 作業期間 

令和５年３月22日から同年９月29日まで 

３ 作業地域 

美方郡香美町小代区城山地内 

 

兵庫県告示第516号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、三木市長から次の

とおり公共測量を実施する旨の通知があった。 

令和５年５月２日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

１ 作業種類 

   公共測量（数値図化） 

２ 作業期間 

令和５年４月20日から同年９月29日まで 

３ 作業地域 

三木市志染町戸田、御坂、大谷及び井上地内 
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兵庫県告示第517号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、独立行政法人都市

再生機構西日本支社長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。 

令和５年５月２日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

１ 作業種類 

   公共測量（４級基準点測量） 

２ 作業期間 

令和５年４月17日から同年９月30日まで 

３ 作業地域 

神戸市北区南五葉二丁目地内 

 

兵庫県告示第518号 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により、次のとおり道路の位置を指定した。 

その関係図書は、淡路県民局洲本土木事務所まちづくり建築課において縦覧に供する。 

 令和５年５月２日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

指 定 番 号 
指定年月日 

（令和年月日） 
位 置 

幅 員 

（メートル） 

延 長 

（メートル） 

第 R04 淡路位置

0005号 
５.４.18 

淡路市中田字老谷441番１の一部 

同市中田字大池尻549番１の一部、549番１

地先水路 

6.0 34.00 

 
 

公 告 

 

私立幼稚園の廃止認可 

 学校教育法（昭和22年法律第26号）第４条第１項の規定により、次のとおり私立幼稚園の廃止を令和５年３

月23日に認可した。 

  令和５年５月２日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

名  称 位  置 設 置 者 廃止年月日 

ホザナ幼稚園 神戸市灘区六甲町５―７―８ 学校法人宮川学園 令和５年３月31日 

いりえ幼稚園 神戸市西区狩場台３―６―４ 学校法人西神学園 同 

新清和台幼稚園 川西市清和台西４―３―165 学校法人森友学園 同 

 

 

   私立専修学校の設置認可 

 学校教育法（昭和22年法律第26号）第130条の規定により、次のとおり私立専修学校の設置を令和５年３月23

日に認可した。 

  令和５年５月２日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 
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名  称 位  置 設 置 者 設置年月日 

アジア貢献ホスピタ

リティ専門学校 

尼崎市久々知西町２丁目１―32 
学校法人Ｋ学園 令和５年４月１日 

 

 

私立専修学校の設置認可 

 学校教育法（昭和22年法律第26号）第130条の規定により、次のとおり私立専修学校の設置を令和５年３月23

日に認可した。 

  令和５年５月２日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

名  称 位  置 設 置 者 設置年月日 

神戸こども総合専門

学院 

神戸市北区山田町小部東山56―２ 学校法人神戸こども

総合専門学院 
令和５年４月１日 

 

 

軽油引取税に係る免税軽油使用者証の無効公告 

次に掲げる免税軽油使用者証は、紛失の日から無効とする。 

  令和５年５月２日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

免税軽油使用者証 

業種 記号・番号 有効期限 使用者の住所 
交付県民局、 

県民センター 
紛失年月 

農業等 B304799 令和６年３月31日 明石市 東播磨県民局 令和４年７月 

 
 

教 育 委 員 会 公 告 

 

入札公告 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  令和５年５月２日 

契約担当者 

兵庫県立姫路商業高等学校長 西 村 直 己 

１ 調達内容 

 (1) 調達物品及び数量 

兵庫県立姫路商業高等学校特色学科教育用コンピュータレンタル一式 

 (2) 調達物品の特質等 

調達物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

 (3) 賃貸借期間 

   令和５年９月１日（金）から令和10年８月31日（木）まで（60箇月） 

(4) 納入場所 

   兵庫県立姫路商業高等学校 

   姫路市井ノ口468 

  (5) 入札方法 

   前記(1)の物品について入札に付する。 

   入札書に記載する金額については、調達案件の設置に係る詳細設計、搬入設置調整に要する費用及び機
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器設定に要する費用と前記(3)の期間における賃借料の合計金額を前記(3)の期間（60箇月）で月割りした

１月当たりの単価（１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。）とする。 

   落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免除事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額（月額）

の110分の100に相当する金額で入札すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

 (1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格者名簿に登録さ

れている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局物品管理課へ申請し、開札の日時まで

に物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 

 (2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

 (3) 参加申込みの期限日及び当該調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けてい

ない者であること。 

 (4) 会社更生法（平成14年法律第154）号に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

３ 入札の参加申込み及び入札の方法等 

入札は、兵庫県立姫路商業高等学校が電子入札システム未導入のため、従来の入札者立会による入札書の

提出方法により行う。 

 (1) 入札参加申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

   〒670-0983 姫路市井ノ口468 

         兵庫県立姫路商業高等学校 担当 雲丹亀 

         電話（079）298－0437 ＦＡＸ（079）298－0439 

         ホームページ https://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/himeji-chs  

 (2) 入札参加申込書の提出期間、契約条項を示す期間並びに入札説明書の交付期間 

   令和５年５月２日（火）から同月25日（木）（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県条例第15号）

第２条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。）の午前９時から午後４時まで（正

午から午後１時までを除く。） 

 (3) 入札の日時 

   令和５年６月30日（金）午前10時 兵庫県立姫路商業高等学校本館２階会議室 

 (4) 入札書の提出期限 

前記(3)の入札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による信書

の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者もしくは同条第９

項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便による入札については、令和５年６月

29日（木）午後４時までに前記(1)の場所に必着すること。 

４ 仕様確認、質問等について 

 (1) この一般競争入札に参加を希望する者は、入札しようとする物品の仕様書との適合性について、次によ

り必ず確認を受けること。 

  ア 受付期間 

    令和５年５月８日（月）から同年６月16日（金）まで（県の休日を除く。）の午前９時から午後４時ま

で（持参の場合は、正午から午後１時までを除く。） 

  イ 受付場所 

    前記３(1)に同じ 

  ウ 提出書類 

    機器内訳書及びカタログ等の仕様が確認できる書類、質問書（様式任意） 

  エ 提出方法 

    持参又はＦＡＸにより提出すること。 

  オ 確認の結果 

    令和５年６月23日（金）午後１時に通知する。 

 (2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から前記(1)ウの提出書類に関し説明を求められ
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た場合は、それに応じること。 

 (3) 入札者は、前記(1)オで認められた物品で入札すること。 

５ その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 (2) 入札保証金 

   契約希望金額（入札書記載金額に100分の10に相当する額（当該金額に１円未満の端数があるときは、そ

の端数金額を切り捨てるものとする。）を加算して得た額に賃貸借期間60箇月を乗じた金額）の100分の５

以上の額の入札保証金を令和５年６月28日（水）までに納入しなければならない。だだし、保険会社との

間に兵庫県立姫路商業高等学校を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入

札保証金に代えて提出すること。 

 (3) 契約保証金 

契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に兵庫県立姫路商業高等学校を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険

証書を契約保証金に代えて提出すること。 

 (4) 入札に関する条件 

  ア 入札は、所定の日時及び場所において、入札執行職員の指示に従い入札書を直接入札箱に投入するこ

と。 

  イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日時までに納入されている

こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が令和５年７月７日

（金）まであること。 

  ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

  エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理人をした者の

入札でないこと。 

  オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

  カ 入札書に入札金額、入札者の氏名があり、入札内容が分明であること。 

    なお、代理人が入札する場合は、入札書に代理人の記名があること。 

  キ 代理人が入札する場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

  ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

  ケ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

   (ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

   (ｲ) 初度の入札において、前記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反して無効となった者以外の者 

 (5) 入札の無効 

   本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類

に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

 (6) 契約書作成の要否 

   要作成 

 (7) 落札者の決定方法 

   入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則（昭和39年兵

庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な

入札を行った者を落札者とする。 

 (8) その他 

   詳細は、入札説明書による。 

６ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

 (1) Name and title of head of the procuring entity: 

      Naoki Nishimura,Principal of Hyogo Prefectural Himeji Commercial High School 

 (2) Nature of the services to be required: 

      Hyogo Prefectural Himeji Commercial High School 1 set of Educational Computer for Intelligence 

Course 
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 (3) Fulfilment period: 

      From September １,2023 to August 31,2028 

 (4) Delivery location: 

      468 Inokuti, Himeji-shi,  Hyogo 670-0983 

 (5) Deadline for the submission of tender application forms: 

      16:00 May 25, 2023  

 (6) Deadline for tender: 

      10:00 June 30, 2023 by direct delivery 

 (7) Person to contact concerning the notice: 

      Mrs.Unigame, School Office, Hyogo Prefectural Himeji Commercial High School 

      468 Inokuti, Himeji-shi, Hyogo 670-0983 

      Tel (079)298-0437 

 

入札公告 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  令和５年５月２日 

契約担当者               

兵庫県立図書館長 村 上 元 伸 

１ 調達内容 

 (1) 調達物品及び数量 

   「ひょうご図書館情報ネットワークシステム（第５期）」構築事業一式（賃貸借） 

 (2) 調達物品の特質等 

   調達物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

 (3) 契約期間 

   令和６年１月１日（月）から令和10年12月31日（日）まで（５年間） 

 (4) 設置場所 

   兵庫県立図書館 明石市明石公園１―27 

 (5) 入札の方法 

   前記(1)の物品について入札に付する。 

   落札決定にあたっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110

分の100に相当する金額で入札すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

 (1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格者名簿に登録さ

れている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であ

ること。 

 (2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

(3) 参加申込みの期限日及び当該調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けてい

ない者であること。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

３ 入札の参加申込み及び入札の方法等 

 (1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 

   〒673-8533 明石市明石公園１―27 

         兵庫県立図書館 総務課 担当 菅長 

         電話（078）918－3366 ＦＡＸ（078）913－9229 

 (2) 入札説明会の日時及び場所 

   令和５年５月19日（金）午後１時30分 
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   兵庫県立図書館 ミーティングルーム 

(3) 参加申込みの期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間 

   令和５年５月２日（火）から同年６月１日（木）まで（日・月曜日を除く。）午前10時から午後５時まで

（正午から午後１時までを除く。） 

(4) 入札・開札の日時及び場所 

   令和５年６月15日（木）午前11時00分 

   兵庫県立図書館 ミーティングルーム 

 (5) 入札書の提出期限 

   前記(4)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による

信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条

第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵送等」という。）による

入札については、令和５年６月14日（水）午後５時までに前記(1)の場所に必着のこと。 

４ 仕様確認等 

 (1) この一般競争入札に参加を希望する者は、入札しようとする物品の仕様書との整合性について、次によ

り必ず確認を受けること。 

  ア 受付期間 

    令和５年５月２日（火）から同年６月１日（木）まで。（持参の場合は日・月曜日を除く午前10時から

午後４時まで。（正午から午後１時までを除く。）） 

  イ 受付場所 

    前記３(1)に同じ。 

  ウ 提出書類 

    内訳書及びカタログ等の仕様の分かるもの。 

  エ 提出方法 

    持参、ＦＡＸ又は郵送により提出すること。 

  オ 確認の結果 

    令和５年６月６日（火）午後５時までに通知する。 

 (2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から前記(1)ウの提出書類に関し説明を求められ 

た場合は、それに応じること。 

 (3) 入札者は、前記(1)オで認められた物品で入札すること。 

５ その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 (2) 入札保証金 

   契約希望金額（入札書記載金額に契約期間60箇月を乗じて得た額に消費税及び地方消費税相当額を加算

した金額）の100分の５以上の額の入札保証金を令和５年６月13日（火）正午までに納入しなければならな

い。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を

入札保証金に代えて提出すること。 

 (3) 契約保証金 

   契約金額（落札金額に契約期間60箇月を乗じて得た額）の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日

までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結

した場合は、その保険証券を契約保証金に代えて提出すること。 

 (4) 入札に関する条件 

  ア 入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参、郵送等により行うこと。 

  イ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

  ウ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

  エ 再度入札に参加できる者は、初度の入札に参加して有効な入札をした者であること。 

 (5) 入札の無効 

   本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類

に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 
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 (6) 契約書作成の要否 

   要作成 

 (7) 落札者の決定方法 

   入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則（昭和39年兵

庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な

入札を行った者を落札者とする。 

 (8) その他 

   詳細は、入札説明書による。 

６ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

 (1) Name and title of head of the procuring entity: 

   Motonobu Murakami, President of Hyogo Prefectural Library 

 (2) Nature and quantity of the product to be purchased: 

   1 set of「Hyogo Active Library Information Network System」（The fifth stage）Construction

（leasing contract） 

 (3) Lease period: From January 1，2024 through December 31，2028 

 (4) Lease place: Hyogo prefectural Library 

 (5) Deadline for the submission of tender application forms: 

   17:00 June 1, 2023 

 (6) Deadline for tender 

   11:00 June 15, 2023 by bring directly. 17:00 June 14, 2023 by mail 

 (7) Person to contact concerning the notice: 

   Ms.Mari Suganaga, Hyogo prefectural Library 1-27 Akashikouen, Akashi, Hyogo 673-8533 

   TEL（078）918-3366 FAX（078）913-9229 
 

公 安 委 員 会 告 示 

 

兵庫県公安委員会告示第121号 

平成12年兵庫県公安委員会告示第127号（運転免許取得者教育施設の認定）に係る認定教育実施者について、

運転免許取得者等教育の認定に関する規則（平成12年国家公安委員会規則第４号。以下「規則」という。）第５

条第１項第１号に掲げる事項を変更しようとする届出があったので、規則第７条第２項の規定により、次のと

おり公示する。 

  令和５年５月２日 

兵庫県公安委員会        

委員長 小 西 新右衛門 

１ 届出に係る認定教育実施者 

  有限会社 網干自動車教習所 

２ 変更に係る事項 

代表者の氏名 

変更前 廣 橋 一 成 

変更後 廣 橋 一 樹 

 

 


